
　

　 
農
業
者
年
金
に
加
入
し
て

    

ゆ
と
り
あ
る
老
後
を

　　

農
業
者

の
老
後
生

活
の
安
定

と
福
祉
の

向
上
を
図

る
と
と
も

に
、
保
険

料
助
成
を
通
じ
て
、
農
業
の
担
い
手
を
確

保
す
る
目
的
を
併
せ
持
つ
、
農
業
者
の
た

め
の
年
金
で
す
。

●
加
入
の
要
件

　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
で
、
年

間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
す
る
60
歳
未
満

の
方
な
ら
誰
で
も
加
入
で
き
ま
す
。
配
偶

者
、
後
継
者
な
ど
の
家
族
従
事
者
も
加
入

で
き
ま
す
。
脱
退
も
自
由
で
す
。

●
特
徴
と
メ
リ
ッ
ト

❶
少
子
高
齢
化
時
代
に
強
い
年
金
で
す

自
分
が
積
み
立
て
た
保
険
料
と
、
そ
の

運
用
実
績
に
よ
り
、
将
来
受
け
取
る
年

金
額
が
決
ま
る
積
立
方
式
（
確
定
拠
出

型
）
の
年
金
で
す
。
加
入
者
や
受
給
者

の
数
に
影
響
さ
れ
な
い
安
定
し
た
年
金

制
度
で
、
運
用
利
回
り
の
状
況
な
ど
で

保
険
料
は
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
せ
ん
。

❷
終
身
年
金
で
80
歳
ま
で
の
保
証
付
き
で

す農
業
者
年
金
は
、
65
歳
か
ら
生
涯
支
給

さ
れ
ま
す
。
仮
に
加
入
者
や
受
給
者
が

80
歳
に
な
る
前
に
亡
く
な
っ
た
場
合
で

も
、
死
亡
し
た
翌
月
か
ら
80
歳
ま
で
に

受
け
取
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
年
金
（
老

齢
年
金
）
が
死
亡
一
時
金
と
し
て
ご
遺

族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

❸
公
的
年
金
な
ら
で
は
の
税
制
上
の
優
遇

措
置
が
あ
り
ま
す

支
払
っ
た
保
険
料
は
、
全
額
が
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
、
所
得
税
・

住
民
税
の
節
税
に
な
り
ま
す
。（
表
１
）

❹
保
険
料
の
額
は
、
自
由
に
決
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す

自
分
が
必
要
と
す
る
年
金
額
に
合
わ

せ
、
月
額
２
万
円
か
ら
６
万
７
０
０
０

円
ま
で
の
間
で
千
円
単
位
で
自
由
に
決

め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
農
業
経
営
の
状

況
や
老
後
設
計
に
応
じ
て
、
い
つ
で
も

見
直
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

❺
農
業
の
担
い
手
は
手
厚
い
政
策
支
援

（
保
険
料
の
国
庫
補
助
）
が
受
け
ら
れ

ま
す

認
定
農
業
者
な
ど
一
定
の
要
件
を
満
た

す
方
は
、
保
険
料
の
う
ち
国
か
ら
助
成

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
詳
細
は
、
農
業
委
員
会
事
務
局
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

農
地
法
等
の
許
可
申
請
は

余
裕
を
も
っ
て
！

　
農
地
法
等
の
許
可
申
請
の
受
付
は
、
原

則
と
し
て
毎
月
５
日
締
め
切
り
で
す
。（
５

日
が
土
曜
、日
曜
、祝
日
の
場
合
は
翌
日
）

　
申
請
の
際
に
は
、
記
載
漏
れ
や
誤
り
が

な
い
か
、
添
付
書
類
は
そ
ろ
っ
て
い
る
か

な
ど
を
よ
く
確
認
し
て
か
ら
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。
申
請
書
、
添
付
書
類
に
不
備

や
不
足
が
あ
る
と
、
当
月
分
と
し
て
受
付

で
き
な
く
な
り
ま
す
。
事
前
に
窓
口
で
ご

相
談
の
上
、
余
裕
を
持
っ
て
申
請
手
続
き

を
行
う
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。（
締
切

日
以
降
の
申
請
は
、
翌
月
分
扱
い
と
な
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。）

※
詳
細
は
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

◦保険料支払いによる節税効果の試算（表１）

税率
（所得税＋住
民税１０％）

所得の目安

保険料支払額別の節税額

月額２万円
（年額２４万円）

月額 4 万円
（年額４８万円）

月額 6 万 7 千円
（年額８０万４千円）

15％ ～195万円未満 36,000円 72,000円 120,600円

20％ ～330万円未満 48,000円 96,000円 160,800円

30％ ～695万円未満 72,000円 114,000円 241,200円
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